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(57)【要約】
【課題】キー始動時のスタータモータのトルク確保、お
よびエンジン自動再始動時の静粛性および始動性の向上
を両立させる。
【解決手段】エンジン始動用のスタータモータ（５、６
、７、８、９）と、スタータモータの出力を変更可能と
する出力変更部（４、１０、１１）とを備え、出力変更
部は、再始動条件が成立したときのエンジン始動時にお
いては、常閉接点（４）を動作させることなしに閉状態
を維持することにより、高回転のスタータ特性を有する
ようにスタータモータを動作させ、再始動条件が成立し
たとき以外のエンジン始動においては、スタータモータ
の動作よりも前もしくは動作と同時に、常閉接点（４）
を開状態に動作させることにより、高回転のスタータ特
性に設定されているスタータモータの出力を、高トルク
のスタータ特性に変更してスタータモータを動作させる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジン自動停止条件が成立した場合には、エンジンの燃焼を停止してエンジンを自動
停止し、前記エンジン自動停止条件の成立後に、再始動条件が成立した場合には、エンジ
ンを再始動するエンジン始動装置であって、
　エンジン始動用のスタータモータと、
　前記スタータモータの出力を変更可能とする出力変更部と
　を備え、
　前記出力変更部は、
　　前記再始動条件が成立したときのエンジン始動時においては、常閉接点を動作させる
ことなしに閉状態を維持することにより、高回転のスタータ特性を有するように前記スタ
ータモータを動作させ、
　　前記再始動条件が成立したとき以外のエンジン始動においては、前記スタータモータ
の動作よりも前もしくは動作と同時に、前記常閉接点を開状態に動作させることにより、
高回転のスタータ特性に設定されている前記スタータモータの出力を、高トルクのスター
タ特性に変更して前記スタータモータを動作させる
　エンジン始動装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のエンジン始動装置において、
　前記出力変更部は、前記再始動条件が成立したとき以外のエンジン始動において、前記
スタータモータの出力を前記高トルクのスタータ特性へ変更した後、あらかじめ設定した
出力変更条件が成立した場合には、前記スタータモータの出力を前記高トルクのスタータ
特性から前記高回転のスタータ特性へ変更する
　エンジン始動装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のエンジン始動装置において、
　前記スタータモータの回転数の実測値または推定値を求めるスタータ回転数検出部
　をさらに備え、
　前記出力変更部は、前記スタータ回転数検出部で求められた前記回転数に対応するトル
クとして、前記高トルクのスタータ特性により得られる第１トルクと、前記高回転のスタ
ータ特性により得られる第２トルクとを比較し、前記第２トルクが前記第１トルク以上と
なった場合に、前記出力変更条件が成立したと判断する
　エンジン始動装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載のエンジン始動装置において、
　前記常閉接点は、前記閉状態から前記開状態に切り替わることで、前記スタータモータ
の界磁側の通電する巻数を多くするように構成されている
　エンジン始動装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のエンジン始動装置において、
　前記スタータモータは、４極以上の直流直巻モータであり、かつ、界磁巻線のコイルが
２個以上直列に接続されたモータであって、
　前記常閉接点は、前記閉状態においては、直列接続されている前記界磁巻線のコイルの
一部を短絡状態とし、前記開状態おいては、前記短絡状態を解消することで前記界磁巻線
のコイルの巻線を多くするように構成されており、
　前記出力変更部は、前記常閉接点を前記閉状態に維持することで、前記高回転のスター
タ特性を有するように前記スタータモータの出力を制御し、前記常閉接点を前記閉状態か
ら前記開状態に切り替えることで、前記高トルクのスタータ特性を有するように前記スタ
ータモータの出力を制御する
　エンジン始動装置。
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【請求項６】
　エンジン始動用のスタータモータと、前記スタータモータの出力を変更可能とする出力
変更部とを備え、エンジン自動停止条件が成立した場合には、エンジンの燃焼を停止して
エンジンを自動停止し、前記エンジン自動停止条件の成立後に、再始動条件が成立した場
合には、エンジンを再始動するエンジン始動装置に適用されるエンジン始動方法であって
、
　前記出力変更部において、
　　前記再始動条件が成立したときのエンジン始動時においては、常閉接点を動作させる
ことなしに閉状態を維持することにより、高回転のスタータ特性を有するように前記スタ
ータモータを動作させる第１ステップと、
　　前記再始動条件が成立したとき以外のエンジン始動においては、前記スタータモータ
の動作よりも前もしくは動作と同時に、前記常閉接点を開状態に動作させることにより、
高回転のスタータ特性に設定されている前記スタータモータの出力を、高トルクのスター
タ特性に変更して前記スタータモータを動作させる第２ステップと
　を有するエンジン始動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジン自動停止条件が成立するとエンジンの自動停止を行い、その後、再
始動条件が成立するとエンジンを再始動させる自動停止再始動システムのためのエンジン
始動装置およびエンジン始動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両のエンジンをスタータモータにより始動する場合、スタータモータとしては
、一般的に、低回転高トルク型の特性のものが採用されてきた。これは、エンジンの回転
抵抗が大きくなる時、例えば、極低温時のような場合にも、確実な始動を行うためである
。
【０００３】
　しかしながら、低回転高トルク型の特性では、エンジンの回転数を高くすることができ
ず、エンジンの始動に時間がかかってしまう場合があった。
【０００４】
　これに対し、例えば、エンジン始動装置において、エンジン始動用のスタータモータと
、スタータモータの起動トルクに影響を与える物理量を検出する検出手段と、物理量に基
づいてスタータモータのトルク－回転数特性を変更する制御手段と、を備えた従来技術が
ある（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　この特許文献１における制御手段は、起動トルクが所定レベルを上回ると想定される物
理量を検出した場合には、トルク－回転数特性を低トルク側に変更し、起動トルクが所定
レベルを下回ると想定される物理量を検出した場合には、トルク－回転数特性を高トルク
側に変更している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－３２８９１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術には、以下のような課題がある。
　上述した特許文献１においては、スタータモータの起動トルクに基づき、トルク特性を
変更する構成となっている。このため、キー始動と比較して頻度の多いアイドリングスト
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ップ等によるエンジン自動停止中に特性変更を行う場合には、リレー動作により騒音が発
生してしまう。さらに、このようなリレー動作のために電力を消費してしまうという課題
があった。
【０００８】
　また、スタータモータは、一般的に、数百アンペアの電流が通電される。このため、特
性変更を行うためにトランジスタのような半導体リレーを用いる構成では、許容電流量の
大きな半導体リレーを用いる、もしくは、複数個並列に構成し、１個あたりの電流量を低
減する必要がある。この結果、部品コストが高くなってしまうという課題があった。
【０００９】
　本発明は、従来の装置における上述のような課題を解決するためになされたものであり
、キー始動時のスタータモータのトルク確保、およびエンジン自動再始動時の静粛性およ
び始動性の向上を両立させ、よりドライバに違和感を与えることなくエンジンの始動を可
能とするエンジン始動装置およびエンジン始動方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係るエンジン始動装置は、エンジン自動停止条件が成立した場合には、エンジ
ンの燃焼を停止してエンジンを自動停止し、エンジン自動停止条件の成立後に、再始動条
件が成立した場合には、エンジンを再始動するエンジン始動装置であって、エンジン始動
用のスタータモータと、スタータモータの出力を変更可能とする出力変更部とを備え、出
力変更部は、再始動条件が成立したときのエンジン始動時においては、常閉接点を動作さ
せることなしに閉状態を維持することにより、高回転のスタータ特性を有するようにスタ
ータモータを動作させ、再始動条件が成立したとき以外のエンジン始動においては、スタ
ータモータの動作よりも前もしくは動作と同時に、常閉接点を開状態に動作させることに
より、高回転のスタータ特性に設定されているスタータモータの出力を、高トルクのスタ
ータ特性に変更してスタータモータを動作させるものである。
【００１１】
　また、本発明に係るエンジン始動方法は、エンジン始動用のスタータモータと、スター
タモータの出力を変更可能とする出力変更部とを備え、エンジン自動停止条件が成立した
場合には、エンジンの燃焼を停止してエンジンを自動停止し、エンジン自動停止条件の成
立後に、再始動条件が成立した場合には、エンジンを再始動するエンジン始動装置に適用
されるエンジン始動方法であって、出力変更部において、再始動条件が成立したときのエ
ンジン始動時においては、常閉接点を動作させることなしに閉状態を維持することにより
、高回転のスタータ特性を有するようにスタータモータを動作させる第１ステップと、再
始動条件が成立したとき以外のエンジン始動においては、スタータモータの動作よりも前
もしくは動作と同時に、常閉接点を開状態に動作させることにより、高回転のスタータ特
性に設定されているスタータモータの出力を、高トルクのスタータ特性に変更してスター
タモータを動作させる第２ステップとを有するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、自動始動時には、常閉接点を閉状態に維持したまま、高出力のスター
タ特性を実現でき、キー始動時等の自動始動以外のエンジン始動においては、スタータモ
ータの動作よりも前、もしくは動作と同時に、常閉接点を開状態に切り替えることにより
、高回転のスタータ特性から高トルクのスタータ特性に変更できる構成を備えている。こ
の結果、キー始動時のスタータモータのトルク確保、およびエンジン自動再始動時の静粛
性および始動性の向上を両立させ、よりドライバに違和感を与えることなくエンジンの始
動を可能とするエンジン始動装置およびエンジン始動方法を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１におけるエンジン始動装置の構成図であり、切替スイッチ
がＯＦＦ状態の場合を示したものである。
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【図２】本発明の実施の形態１におけるエンジン始動装置の構成図であり、切替スイッチ
がＯＮ状態の場合を示したものである。
【図３】本発明の実施の形態１におけるエンジン始動装置の出力－回転数特性を示すイメ
ージ図である。
【図４】本発明の実施の形態１におけるエンジン始動装置のトルク－回転数特性を示すイ
メージ図である。
【図５】本発明の実施の形態１におけるエンジン始動装置の一連動作を示すフローチャー
トである。
【図６】本発明の実施の形態２におけるエンジン始動装置の一連動作を示すフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明のエンジン始動装置およびエンジン始動方法の好適な実施の形態につき、
図面を用いて説明する。
【００１５】
　実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１におけるエンジン始動装置の構成図であり、切替スイッ
チがＯＦＦ状態の場合を示したものである。一方、図２は、本発明の実施の形態１におけ
るエンジン始動装置の構成図であり、切替スイッチがＯＮ状態の場合を示したものである
。
【００１６】
　本実施の形態１におけるエンジン始動装置は、図１、図２に示すように、電源１、キー
スイッチ２、ソレノイドスイッチ３、界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂ、アマチュアコイ
ル５、正極ブラシ６ａ、６ｂ、負極ブラシ７ａ、７ｂ、上流側界磁コイル８ａ、８ｂ、下
流側界磁コイル９ａ、９ｂ、コイル切替ソレノイド１０、および切替スイッチ１１を備え
るとともに、図示しないＥＣＵを備えて構成されている。
【００１７】
　電源１は、１２Ｖバッテリやキャパシタ等で構成され、スタータへの電力供給を行う。
キースイッチ２は、ドライバのキー操作やボタン操作、あるいはエンジン自動始動条件の
成立等に伴い、ＥＣＵからの指令によりＯＮとなる。
【００１８】
　ソレノイドスイッチ３は、機械的なリレーとして構成され、キースイッチ２のＯＮによ
り、電源１からソレノイドスイッチ３内の図示しないソレノイドコイルへと通電される。
そして、ソレノイドコイルへの通電により、ソレノイドスイッチ内の可動接点がＯＮする
ことでリレーをＯＮし、界磁コイル８ａ、８ｂ、９ａ、９ｂへの通電が行われる。
【００１９】
　本実施の形態１におけるスタータモータは、直流直巻モータであり、アマチュアコイル
５、正極ブラシ６ａ、６ｂ、負極ブラシ７ａ、７ｂ、上流側界磁コイル８ａ、８ｂ、およ
び下流側界磁コイル９ａ、９ｂから構成されている。また、４つの界磁コイル８ａ、８ｂ
、９ａ、９ｂは、図１に示すように、２本直列に接続した直列回路を並列に２個接続した
構成としている。
【００２０】
　界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂは、常閉接点であり、切替スイッチ１１がオン状態と
なると、コイル切替ソレノイド１０が動作し、電源１から界磁コイル切替リレー４ａ、４
ｂへ通電されて、開状態となるように構成されている。ここで、界磁コイル切替リレー４
ａ、４ｂ、コイル切替ソレノイド１０、切替スイッチ１１は、出力変更部に相当する。
【００２１】
　また、上流側界磁コイル８ａと下流側界磁コイル９ａ、上流側界磁コイル８ｂと下流側
界磁コイル９ｂは、それぞれ界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂを介して途中を短絡されて
いる。そして、図１に示すように、界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂが動作しておらず閉
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状態のときには、短絡されている。一方、図２に示すように、コイル切替ソレノイド１０
の動作に伴い界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂが開状態に切り替わったときには、短絡が
解消される構成となっている。
【００２２】
　また、図示しないＥＣＵは、例えば、エンジンＥＣＵやアイドリングストップ用ＥＣＵ
等で構成され、キースイッチ２や切替スイッチ１１のＯＮ／ＯＦＦ動作を決定し、出力変
更部をコントロールする。
【００２３】
　本実施の形態１におけるエンジン始動装置は、アイドリングストップ等のエンジン自動
始動によるエンジン始動では、常閉接点である界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂを動作さ
せず、界磁コイルの一部を短絡状態にしたまま通電する。一方、エンジン自動始動以外の
エンジン始動、例えば、キー始動によるエンジン始動では、界磁コイル切替リレー４ａ、
４ｂを動作させ、短絡を解消する構成としている。
【００２４】
　一般的に、アイドリングストップ等のエンジン自動始動においては、ドライバの発進意
図に沿い、交通の流れに乗れるように、迅速にエンジンが始動できるように、高回転とな
るようなスタータ特性が求められる。これに対して、自動始動以外のキー始動等では、極
低温等のエンジントルクが高くなる環境でも確実に始動できるように、高トルクのスター
タ特性が求められている。
【００２５】
　図３は、本発明の実施の形態１におけるエンジン始動装置の出力－回転数特性を示すイ
メージ図である。また、図４は、本発明の実施の形態１におけるエンジン始動装置のトル
ク－回転数特性を示すイメージ図である。図３、４に示すように、界磁コイル切替リレー
４ａ、４ｂの動作により、界磁コイルの短絡状態が切り替わり、スタータ特性（すなわち
、図３に示した出力－回転数特性、および図４に示したトルク－回転数特性）が変化する
。
【００２６】
　界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂを常閉接点とすることにより、エンジンの自動始動時
には、界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂを動作させずに、高回転のスタータ特性（高出力
側）を得ることができる。
【００２７】
　一方、自動始動以外のエンジン始動時には、界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂを動作さ
せ、短絡状態を解消することにより、界磁の発生に使用される界磁コイルのターン数が増
加し、短絡状態と比較して、高トルク低回転のスタータ特性（低出力側）を得ることがで
きる。
【００２８】
　このような切り替え制御を行うことで、上述したエンジンの自動始動において求められ
る高回転のスタータ特性を満たすとともに、キー始動等において求められる高トルクのス
タータ特性を実現することが可能となる。また、キー始動時には、通電する界磁コイルの
ターン数が増加するため、回路の抵抗およびインダクタンスが増加する。この結果、キー
始動時においては、自動始動時の短絡状態と比較して、出力は低下するが、スタータモー
タの電流を抑制することができる。
【００２９】
　エンジン自動始動は、バッテリが充電されている状態で行われる。その一方で、キー始
動は、長時間バッテリを充電していない等の要因により、電圧が下がっている場合がある
。この場合、通電電流が多いと、エンジン始動が遅くなる、あるいは、バッテリの寿命に
影響することがある。このため、キー始動時には、なるべくスタータモータの電流を抑制
することが望ましく、本実施の形態１の構成は、このようなキー始動時の電流抑制を実現
できる。
【００３０】
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　また、本実施の形態１では、界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂを常閉接点とする構成を
採用している。このため、キー始動と比較して頻度の多いエンジン自動始動時に、界磁コ
イル切替リレー４ａ、４ｂを動作させる必要がなくなる。この結果、リレー動作による騒
音の抑制、動作電力の抑制、動作部品の長寿命化を達成することができる。
【００３１】
　次に、本実施の形態１におけるエンジン始動装置の一連動作について、フローチャート
を用いて説明する。図５は、本発明の実施の形態１におけるエンジン始動装置の一連動作
を示すフローチャートである。まず、ステップＳ１００において、ＥＣＵは、今回のエン
ジン始動が自動始動によるものか否かを判断する。
【００３２】
　そして、ステップＳ１００において、自動始動であると判断した場合には、ステップＳ
１０１へと進み、ＥＣＵは、キースイッチ２をＯＮにして、スタータモータへの通電を行
う。つまり、ＥＣＵは、キースイッチ２がＯＮ、切替スイッチ１１がＯＦＦ状態になるよ
うにする。
【００３３】
　キースイッチ２がＯＮにされると、ソレノイドスイッチ３がＯＮとなり、界磁コイルへ
と通電されると同時に、アマチュアコイル５へ通電され、エンジンが始動される。この時
、切替スイッチ１１はＯＦＦ状態のため、界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂは、閉状態の
ままである。この結果、上流側界磁コイル８ａと下流側界磁コイル９ａ、上流側界磁コイ
ル８ｂと下流側界磁コイル９ｂとが、それぞれ一部が短絡された状態となっている。従っ
て、上述したように、高回転（高出力）のスタータ特性を実現できる。
【００３４】
　一方、ステップＳ１００において、自動始動以外のエンジン始動であると判断された場
合には、ステップＳ１０２へと進み、ＥＣＵは、切替スイッチ１１をＯＮにし、コイル切
替ソレノイド１０への通電を行う。つまり、ＥＣＵは、キースイッチ２がＯＦＦ、切替ス
イッチ１１がＯＮ状態になるようにする。
【００３５】
　この場合、コイル切替ソレノイド１０へと通電されたことにより、界磁コイル切替リレ
ー４ａ、４ｂに通電され、その結果、界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂがそれぞれ開状態
となり、界磁コイルの短絡状態が解消される。その後、ステップＳ１０１へと進み、ＥＣ
Ｕは、キースイッチ２をＯＮする。つまり、ＥＣＵは、キースイッチ２、切替スイッチ１
１が両方ともＯＮ状態となるようにする。
【００３６】
　キースイッチ２がＯＮされると、ソレノイドスイッチ３がＯＮとなり、界磁コイルおよ
びアマチュアコイル５へと通電され、エンジンが始動される。ただし、この時、界磁コイ
ル切替リレー４ａ、４ｂは開状態であり、短絡が解消されている。このため、上流側界磁
コイル８ａと下流側界磁コイル９ａ、および上流側界磁コイル８ｂと下流側界磁コイル９
ｂが、一部で短絡されることなく、それぞれすべてのコイルに通電されるようになる。従
って、上述したように、高トルク（低出力）のスタータ特性を実現できる。
【００３７】
　以上のように、実施の形態１におけるエンジン始動装置は、エンジン自動停止条件が成
立した場合に、エンジンの燃焼を停止してエンジンを自動停止し、エンジン自動停止条件
の成立後に、再始動条件が成立したときにエンジンを再始動するものであり、始動状態に
応じてスタータモータの出力を変更可能とする出力変更部を有した構成となっている。
【００３８】
　このような構成を備えることで、自動始動時には、界磁コイル切替リレーの常閉状態を
維持したまま、高回転（高出力）のスタータ特性を実現できる。一方、自動始動以外のエ
ンジン始動においては、スタータモータの動作よりも前、もしくは動作と同時に、常閉接
点を開状態に切り替えることにより、高出力側（高回転側）のスタータ特性から低出力側
（高トルク側）のスタータ特性に変更することができる。
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【００３９】
　これにより、エンジンの自動始動において求められる高回転のスタータ特性と、キー始
動等において求められる高トルクのスタータ特性の両方を実現することが可能となる。さ
らに、キー始動時には、通電するコイルが増加する構成を備えているため、回路の抵抗お
よびインダクタンスが増加する。この結果、自動始動時の短絡状態と比較して、出力は低
下するが、スタータモータの電流を抑制することができる。
【００４０】
　さらに、界磁コイル切替リレーを常閉接点としているため、キー始動と比較して頻度の
多いエンジン自動始動時において、界磁コイル切替リレーを動作させる必要がない。この
結果、リレー動作による騒音の抑制、動作電力の抑制、動作部品の長寿命化を達成するこ
とができる。
【００４１】
　実施の形態２．
　先の実施の形態１では、キー始動（自動始動以外のエンジン始動の一例に相当）におい
ては、高トルク（低出力）のスタータ特性でエンジンを始動し、自動始動時においては、
高回転（高出力）のスタータ特性でエンジンを始動するように構成する場合について説明
した。これに対して、本実施の形態２では、キー始動時において所定の出力変更条件が成
立した場合には、スタータモータの出力を低出力側（高トルク側）から高出力側（高回転
側）へ変更するような構成をさらに備えている場合について説明する。
【００４２】
　図６は、本発明の実施の形態２におけるエンジン始動装置の一連動作を示すフローチャ
ートである。エンジン始動が自動始動である場合には、先の実施の形態１と同様の動作と
なる。まず、ステップＳ２００において、ＥＣＵは、今回のエンジン始動が自動始動によ
るものか否かを判断する。
【００４３】
　そして、ステップＳ２００において、自動始動であると判断した場合には、ステップＳ
２０１へと進み、ＥＣＵは、キースイッチ２をＯＮにして、スタータモータへの通電を行
う。つまり、ＥＣＵは、キースイッチ２がＯＮ、切替スイッチ１１がＯＦＦ状態になるよ
うにする。
【００４４】
　キースイッチ２がＯＮにされると、ソレノイドスイッチ３がＯＮとなり、界磁コイルへ
と通電されると同時に、アマチュアコイル５へ通電され、エンジンが始動される。この時
、切替スイッチ１１はＯＦＦ状態のため、界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂは、閉状態の
ままである。この結果、上流側界磁コイル８ａと下流側界磁コイル９ａ、上流側界磁コイ
ル８ｂと下流側界磁コイル９ｂとが、それぞれ一部が短絡された状態となっている。従っ
て、上述したように、高回転（高出力）のスタータ特性を実現できる。
【００４５】
　一方、ステップＳ２００において、自動始動以外のエンジン始動であると判断された場
合には、ステップＳ２０２へと進み、ＥＣＵは、切替スイッチ１１をＯＮにし、コイル切
替ソレノイド１０への通電を行う。つまり、ＥＣＵは、キースイッチ２がＯＦＦ、切替ス
イッチ１１がＯＮ状態になるようにする。
【００４６】
　この場合、コイル切替ソレノイド１０へと通電されたことにより、界磁コイル切替リレ
ー４ａ、４ｂに通電され、その結果、界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂがそれぞれ開状態
となり、界磁コイルの短絡状態が解消される。その後、ステップＳ２０３へと進み、ＥＣ
Ｕは、キースイッチ２をＯＮする。つまり、ＥＣＵは、キースイッチ２、切替スイッチ１
１が両方ともＯＮ状態となるようにする。
【００４７】
　キースイッチ２がＯＮされると、ソレノイドスイッチ３がＯＮとなり、界磁コイルおよ
びアマチュアコイル５へと通電され、エンジンが始動される。ただし、この時、界磁コイ
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ル切替リレー４ａ、４ｂは開状態であり、短絡が解消されている。このため、上流側界磁
コイル８ａと下流側界磁コイル９ａ、および上流側界磁コイル８ｂと下流側界磁コイル９
ｂが、一部で短絡されることなく、それぞれすべてのコイルに通電されるようになる。従
って、上述したように、高トルク（低出力）のスタータ特性を実現できる。
【００４８】
　さらに、本実施の形態２では、ステップＳ２０４において、ＥＣＵは、スタータ回転数
が所定の回転数Ｎ１以上か否かを判定する。このスタータ回転数が回転数Ｎ１以上か否か
の判定が、キー始動時における所定の出力変更条件に相当する。
【００４９】
　この所定の回転数Ｎ１は、先の図４に示した高出力側（界磁コイル切替リレー非動作）
の時のスタータトルクが低出力側（界磁コイル切替リレー動作）の時のスタータトルクを
上回る回転数に相当する。従って、この回転数Ｎ１によってスタータ特性を切り替えるこ
とで、キー始動時において、高出力側（回時コイル切替リレー非動作）の高トルク領域を
使用することが可能となる。
【００５０】
　なお、スタータ回転数は、エンコーダや電磁ピックアップ等により、実測値を直接取得
してもよいし、逆起電圧やスタータへ通電してからの経過時間等により、推定値を求めて
もよい。
【００５１】
　ステップＳ２０４において、スタータ回転数が所定の回転数Ｎ１以上であると判定され
た場合には、ステップＳ２０５へと進む。一方、ステップＳ２０４において、スタータ回
転数が所定の回転数Ｎ１未満と判定された場合には、スタータ回転数がＮ１以上となるま
でステップＳ２０４で待機し、Ｎ１以上となった時点で、ステップＳ２０５へと進む。
【００５２】
　そして、ステップＳ２０５において、ＥＣＵは、切替スイッチ１１をＯＦＦし、コイル
切替ソレノイド１０への通電を停止する。これにより、界磁コイル切替リレー４ａ、４ｂ
が閉状態となり、上流側界磁コイル８ａと下流側界磁コイル９ａ、上流側界磁コイル８ｂ
と下流側界磁コイル９ｂとが、それぞれ一部が短絡された状態となり、上述したように、
高回転（高出力）のスタータ特性に切り替わることとなる。
【００５３】
　これにより、キー始動中に、スタータトルクを切り替えることができ、エンジンをより
迅速に始動することが可能となる。なお、本実施の形態２においては、キー始動時におけ
るスタータ回転中に１度だけ切替スイッチ１１の動作状態を切り替える構成とした。しか
しながら、本発明は、このような場合に限定されるものではなく、エンジンの始動におけ
るトルク変化に合わせて、切替スイッチ１１を切り替える構成とすることも可能である。
【００５４】
　スタータによるエンジン始動では、エンジンの各気筒の膨張・圧縮トルクに起因するト
ルク変化が発生し、エンジンの回転数がスタータの回転数を上回る、いわゆるオーバーラ
ン状態となる場合がある。
【００５５】
　そして、エンジン始動時には、スタータは、一般的に、ワンウェイクラッチを介してエ
ンジンと接続されている。このため、オーバーラン状態となっても、スタータがエンジン
に回転させられることはない。しかしながら、オーバーラン状態でエンジンのトルクがさ
らに変化し、エンジン回転数が低下し始めて、ワンウェイクラッチがトルク伝達を行おう
とした際には、エンジンとスタータの回転変動差が大きい場合に、大きな衝撃となる。
【００５６】
　そこで、切替スイッチ１１をエンジンの始動におけるトルク変化に合わせて動作させる
ことにより、このような衝撃を低減することが可能となる。具体的には、エンジンが膨張
行程に起因するトルクにより、回転が加速中には、切替スイッチ１１をＯＦＦ状態とする
ことにより、スタータを高出力側（高回転側）に変更することができる。一方、エンジン
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することにより、スタータを低出力側（高トルク側）に変更することができる。
【００５７】
　これにより、オーバーラン状態では高出力側（高回転側）となり、スタータの回転が高
くなる。その一方で、オーバーラン状態が終了し、ワンウェイクラッチがトルク伝達を行
おうとした際には、低出力側（高トルク側）に変更ができ、エンジンとスタータの回転変
動差を抑制することができる。この結果、衝撃の発生を抑え、騒音を低減することが可能
となる。
【００５８】
　以上のように、実施の形態２におけるエンジン始動装置は、キー始動時におけるスター
タ回転中に、スタータ回転数の変化に合わせて、切替スイッチを切り替え、所望のスター
タ特性に変更できる構成を備えている。このような構成を備えることで、キー始動時にお
いて所定の出力変更条件が成立した場合には、スタータモータの出力を低出力側（高トル
ク側）から高出力側（高回転側）へ変更することができる。この結果、キー始動中に、エ
ンジンをより迅速に始動することが可能となる。
【００５９】
　さらに、トルク変化に合わせて、切替スイッチを切り替え、所望のスタータ特性に変更
できる構成とすることも可能である。この結果、キー始動時における衝撃の発生を抑え、
騒音を低減することが可能となる。
【符号の説明】
【００６０】
　１　電源、２　キースイッチ、３　ソレノイドスイッチ、４ａ、４ｂ　界磁コイル切替
リレー、８ａ、８ｂ　上流側界磁コイル、９ａ、９ｂ　下流側界磁コイル、１０　コイル
切替ソレノイド、１１　切替スイッチ。

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年9月16日(2015.9.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明に係るエンジン始動装置は、エンジン自動停止条件が成立した場合には、エンジ
ンの燃焼を停止してエンジンを自動停止し、エンジン自動停止条件の成立後に、再始動条
件が成立した場合には、エンジンを再始動するエンジン始動装置であって、エンジン始動
用のスタータモータと、スタータモータの出力を変更可能とする出力変更部とを備え、出
力変更部は、再始動条件が成立したときのエンジン始動時においては、常閉接点を動作さ
せることなしに閉状態を維持することにより、高回転のスタータ特性を有するようにスタ
ータモータを動作させ、再始動条件が成立したとき以外のエンジン始動においては、スタ
ータモータの動作よりも前もしくは動作と同時に、常閉接点を開状態に動作させることに
より、高回転のスタータ特性に設定されているスタータモータの出力を、高トルクのスタ
ータ特性に変更してスタータモータを動作させ、さらに、エンジン始動時における膨張行
程に起因するトルク変化によりエンジン回転が加速し、スタータ回転より高くなるオーバ
ーラン状態となる場合には、スタータモータの出力を高回転側に相当する高出力側に変更
し、エンジン始動時における圧縮行程に起因するトルク変化によりエンジン回転が減速し
、スタータ回転より低くなりオーバーラン状態が解除される場合には、スタータモータの
出力を高トルク側に相当する低出力側に変更するものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、本発明に係るエンジン始動方法は、エンジン始動用のスタータモータと、スター
タモータの出力を変更可能とする出力変更部とを備え、エンジン自動停止条件が成立した
場合には、エンジンの燃焼を停止してエンジンを自動停止し、エンジン自動停止条件の成
立後に、再始動条件が成立した場合には、エンジンを再始動するエンジン始動装置に適用
されるエンジン始動方法であって、出力変更部において、再始動条件が成立したときのエ
ンジン始動時においては、常閉接点を動作させることなしに閉状態を維持することにより
、高回転のスタータ特性を有するようにスタータモータを動作させる第１ステップと、再
始動条件が成立したとき以外のエンジン始動においては、スタータモータの動作よりも前
もしくは動作と同時に、常閉接点を開状態に動作させることにより、高回転のスタータ特
性に設定されているスタータモータの出力を、高トルクのスタータ特性に変更してスター
タモータを動作させる第２ステップと、エンジン始動時における膨張行程に起因するトル
ク変化によりエンジン回転が加速し、スタータ回転より高くなるオーバーラン状態となる
場合には、スタータモータの出力を高回転側に相当する高出力側に変更し、エンジン始動
時における圧縮行程に起因するトルク変化によりエンジン回転が減速し、スタータ回転よ
り低くなりオーバーラン状態が解除される場合には、スタータモータの出力を高トルク側
に相当する低出力側に変更する第３ステップとを有するものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジン自動停止条件が成立した場合には、エンジンの燃焼を停止してエンジンを自動
停止し、前記エンジン自動停止条件の成立後に、再始動条件が成立した場合には、エンジ
ンを再始動するエンジン始動装置であって、
　エンジン始動用のスタータモータと、
　前記スタータモータの出力を変更可能とする出力変更部と
　を備え、
　前記出力変更部は、
　　前記再始動条件が成立したときのエンジン始動時においては、常閉接点を動作させる
ことなしに閉状態を維持することにより、高回転のスタータ特性を有するように前記スタ
ータモータを動作させ、
　　前記再始動条件が成立したとき以外のエンジン始動においては、前記スタータモータ
の動作よりも前もしくは動作と同時に、前記常閉接点を開状態に動作させることにより、
高回転のスタータ特性に設定されている前記スタータモータの出力を、高トルクのスター
タ特性に変更して前記スタータモータを動作させ、
　　さらに、エンジン始動時における膨張行程に起因するトルク変化によりエンジン回転
が加速し、スタータ回転より高くなるオーバーラン状態となる場合には、前記スタータモ
ータの出力を高回転側に相当する高出力側に変更し、エンジン始動時における圧縮行程に
起因するトルク変化によりエンジン回転が減速し、スタータ回転より低くなりオーバーラ
ン状態が解除される場合には、前記スタータモータの出力を高トルク側に相当する低出力
側に変更する
　エンジン始動装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のエンジン始動装置において、
　前記常閉接点は、前記閉状態から前記開状態に切り替わることで、前記スタータモータ
の界磁側の通電する巻数を多くするように構成されている
　エンジン始動装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のエンジン始動装置において、
　前記スタータモータは、４極以上の直流直巻モータであり、かつ、界磁巻線のコイルが
２個以上直列に接続されたモータであって、
　前記常閉接点は、前記閉状態においては、直列接続されている前記界磁巻線のコイルの
一部を短絡状態とし、前記開状態おいては、前記短絡状態を解消することで前記界磁巻線
のコイルの巻線を多くするように構成されており、
　前記出力変更部は、前記常閉接点を前記閉状態に維持することで、前記高回転のスター
タ特性を有するように前記スタータモータの出力を制御し、前記常閉接点を前記閉状態か
ら前記開状態に切り替えることで、前記高トルクのスタータ特性を有するように前記スタ
ータモータの出力を制御する
　エンジン始動装置。
【請求項４】
　エンジン始動用のスタータモータと、前記スタータモータの出力を変更可能とする出力
変更部とを備え、エンジン自動停止条件が成立した場合には、エンジンの燃焼を停止して
エンジンを自動停止し、前記エンジン自動停止条件の成立後に、再始動条件が成立した場
合には、エンジンを再始動するエンジン始動装置に適用されるエンジン始動方法であって
、
　前記出力変更部において、
　　前記再始動条件が成立したときのエンジン始動時においては、常閉接点を動作させる
ことなしに閉状態を維持することにより、高回転のスタータ特性を有するように前記スタ
ータモータを動作させる第１ステップと、
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　　前記再始動条件が成立したとき以外のエンジン始動においては、前記スタータモータ
の動作よりも前もしくは動作と同時に、前記常閉接点を開状態に動作させることにより、
高回転のスタータ特性に設定されている前記スタータモータの出力を、高トルクのスター
タ特性に変更して前記スタータモータを動作させる第２ステップと、
　　エンジン始動時における膨張行程に起因するトルク変化によりエンジン回転が加速し
、スタータ回転より高くなるオーバーラン状態となる場合には、前記スタータモータの出
力を高回転側に相当する高出力側に変更し、エンジン始動時における圧縮行程に起因する
トルク変化によりエンジン回転が減速し、スタータ回転より低くなりオーバーラン状態が
解除される場合には、前記スタータモータの出力を高トルク側に相当する低出力側に変更
する第３ステップと
　を有するエンジン始動方法。
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